
建設用リフト運転業務特別教育講座のカリキュラムについて 
 

当協会の建設用リフト運転業務特別教育講座のカリキュラムは、労働安全衛生法第 59条
第３項、クレーン取扱い業務等特別教育規程第 4 条に基づく教育です。科目と時間は下記
のとおりです。 
 

建設用リフト運転業務特別教育講座 
学科教育 

科目 時間 
建設用リフトに関する知識 2.0時間 
建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 2.0時間 
関係法令 1.0時間 

合計 5.0時間 
実技教育※ 

科目 時間 
建設用リフトの運転及び点検 3.0時間 
建設用リフトの運転のための合図 1.0時間 

合計 4.0時間 
※事業者にて実施 
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